
参考資料2-1

1   平成22年 6月 17日

‐ 1 1 '  肝炎対策推進協議会開催にあたつて       ‐

日本肝臓病患者団体協議会

阿 部 洋 丁

私は日本肝臓病患者団体協議会(日 肝協)あ常任幹事を務めております阿部
|‐

申します。現在、自肝協には全国 33都道府県 76団体の肝臓病患者会が加盟し

ており、、会員数は約八千人ほどです:甲 肝協では今年も第 22.次国会請願を実

施しており長年、肝炎対策の推進につい

`中

核的な役割を果たして来ておりま

す。また、私は患年前に岩手県で数多の仲rH5と 患者会を設立し、現在約159

名の肝炎患者の支援活動をしております。私の闘病体験と患者会活動蕉通した

経験から意見を述ゞてみたいと思います|      :
11全国の患者の現状について

日ET協に加盟している多くの患者会の年齢構成は60歳以上が約 8割と高齢 ‐

化しております。また、最近送られて本た九州詳臓友の会の会報では約4割甲

の方が肝硬変・肝がんということです。そのなかで55歳の女性の方は肝がん

治療などで■年間に約百万円医療費がかかつており、その会報には「高い治療

費に悲鳴・・特に重症患者」と書な■ていました。  .
全国のC型肝炎患者の多くは高齢化や病状が進み、肝硬変 ‐肝がんなど多額

の医療費で、年金の殆どが医療費という人も多くおります。

2.病気の経験から :・

私は40歳の時の職場検診でC響肝炎に感染していることが分かり、その筆

インタ■フエロン治療を受けましたが治りませんでした,それ以来、対症泰法

驀肝機能を下げる注射を翠o甲続け下ゃらます:週 急回の通院と仕事の両立が

難しくなり50歳で早期退職を余儀なく'さ れました:私の患者会では今年にな

って読に4をあ方が七くなつております。このように自分め過失でない病気で

命を落としたり、人生を狂わされた多くの月干炎患者あ苦しみを悔レさを考えて

頂きたいと思います。1                   1   ~
3,‐ 私の住んでいる町から

      ンによる元亡率が高い町です。之のよう .

私の住んでいる町は県内で■番月干が

劣協力を
/43て(7年前力)ら 町を挙げて肝.

なことから町では地元の医大や医師団σ

炎対策を取り組んでいます。国に先呼けて6年前からインタニフエアン治療費

助成制度を創設tC型肝炎キャンアの台帳を作り:把握した660名余りの方

を保健師さんが訪問するなどして保健指導もやつていただいております。

しかし、このような取組みをして,も
町の肝がん死亡者は今のと|う殆ど変わ

りません。インターフエ■ン治療費助成制度を利用したの
′
い、́6年間で僅むに

(

．
７



78名 しかおりません。私達C型肝炎墨者に|?て llt下の定治治療であるィン
タ‐フエロン治療なのですが●高齢者が多|、 治なが難レいことや、若い人は前
作用と仕事の両立などから治療が進まないのが現実です:全国的にもィンター
フェロン治療者を指やすため―新たな仕組みネ リが必要だと感じます。  |
4`.肝炎多発地球について | 、         :
東海地方のある医師め芳から

―
「全国IC型肝炎多発地域の感染者対策を」と

いつメ,ルをいただきました。私達
:の

町 肝ヽ炎多発地域めひとうと言われそぉ:

‐り:こ のような多発地域は全国各地に数多く存在しています。 |  |
しかし、調査は行われていても、その筆の対策には結びついておりませんt‐

そのような地域では現在、肝がんが多肇していぅヽ こ「肝炎多尭地域」‐め症隣
F診療されている医師の方は訴えておら■ます。是ォト、調査結果の公表や卓急
な対策を実現していただきたいと息し、ます。  1  1           

‐

o`肝疾患診療体制の充実にっいて1 { ′        ‐

■は肝条昼告団・弁護国と■緒に各都遺府界の調奪に参加致しましたが、残
念ながら診療体制はありますが、肝奥から肝硬変に進めない治療t肝かんあ早
期発見が出来るだろうかと危惧されるよぅな県もありました:、

: :

具体的な内容については、肝炎原告団なギ手団体の要望書、自肝協の「諄奥
対策基本指針策定にあたっての提言」奪提出しておりますので、別途ご検討ム
なだきたいと墨し'ヽ ます。■|  :       1            1
6。 肝炎対策基本法の趣旨について

最後に,私達患者=家族の念願でありました肝炎対策基本法 (基本法)が成‐
立し、その前文に「国の責任」が萌記されまレた。レかし、B型鷹炎1薬害詳
条訴訟についての「国の責任」はある程度明ぅかにされて来ましたが、それ以|

外の肝炎については明確ではありません6

これは厚生労働省のo3年の資料ですが、日本の肝がん死亡率はlo方人当り
37.9人 (男性)ですが:海外あ多くの国では約5人、多い国でも17人程
度です。同じ敗戦国のドイツでも8.7人と低い値ですので、我国の過去の血
液.0医療行政がいかに悪かったかのヽ証左ではないでしょぅか:    ‐
‐
 私は海外η葬亡率の0人と日本の3患 人の差が「国の責任」でぁり、感染原
因を問わず責任|ま大変重大ではないかと思います。  |
まヽ、今までの肝炎対策は他の疾病と横並びの=般対策としそ扱ゎれそ菜た

ように思われます。私‐は基本法め前文の「国の章任」の趣旨からして、他の疾 :

病対策と同じ扱いたはならなしヽと恵ぃます。
是非、子の協議会にご出席いただいでぉり率す委員あ書様にな、1萩逹患者 0‐

遺族の気持ちをお汲み取りいただき:基本法の′趣旨に沿ったご議論をして頂き
ます事をお願いして、協議会に臨んでの私の意見とさせていただきます。
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平成 22年 6月 17日   |

肝炎対策推進協議会 ,御中 1.

日本肝臓病患者団体協議会

代表幹事 中島 ガヽ波

一   〃   山本 宗男

肝炎対策推進指針策定にあたうての提言

はじめに

ウイルス性肝炎患者の多くが不衛生1医療、公衆衛生行政に起因した感染症でゎり、

第二の国民病と言われるほど全国に蔓延し、しかも重篤な状態に進行する病気であり

ながら、医療はここ数年の進歩にまで待たなければならず、肝炎患者に対する福祉は,

その制度の谷間にありました。

三十余年の患者会活動や近年の薬害C型肝炎訴訟、Ё型訴訟の世論の高まりの中で、
|

肝炎対策基本法が制定されましヽ 。基本法制定は、私たち患者家族の“治りたい" “
治したい"との願い実現の出発点で、この病に倒れた先輩諸氏と私達にとって積年の

願いが達成されて、関係各位のご努力に深甚の感謝をすうものです。    :
患者の多くが高齢化しており、10年前に時計の針を戻すことができるなら、無念の

思いで亡くなった多くの方を救うことができるかも知れない1と残念でなり率せん。

肝炎対策基本法をどついかしていくのか、これが患者にとって最も大切な課題です

力`:そのためには現状がどうなっているかを把違した上で対策を立案・実施しなけれ

.ばなりません。      .
現状は、′

① ウイルス肝炎患者は重症化あるいは高齢化して毎日 120余名の方が亡くなられて

いるが、医療費助成、生活支援がないこと。

② 未だに自身が肝炎ウイルスに感染していることを認識していない国民が多いこと。

③ 治療ガイドラインが毎年改定され治療法の進歩がめざましいが、各種の要因から

(専門医が少ないことなど)l日来の治療法が続けられて、新しぃ治療法の恩恵に浴

していない患者がいること、                   ■

④ 医療費助成が平成20年度から始められているが、各種の要因から (イ ンターフエ

ロン治療期間が長いことや副作用がきつく仕事や家事と両立しないといつ不安か

‐  ら治療に入れないことなど)禾1用者が目標のギ分にも満たない状況があることなど

多くの問題が山積しています。

以上のことから肝条対策基本体に基づく「肝炎対策推進指針」をウイル不肝炎患者

とその家族の療養支援となるものとするとと、および「指針」が全国行地で遅滞な

く高いレベルで平等に実行されることを切に願い下記の提言を行いま―す。   ■
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提言            :t
肝炎対策基本法9条で、肝炎対策基本指針はこ9項 目の事項について定めることと

|するヽとしています。この項目に沿らて日肝協の提言を示します。

■ 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向について
都道府県にウイルス肝炎対策の基本計画を作るようにする。         1

手 肝炎の予防のための施策に関する事事          ■    ‐
感染の予防について            ''    |
殆どウイルス性肝炎の感染は無くなったとは言え(本だ感染の機会と慢性化の
危`険性が残うています。     「 1     1    .   1

①感染症であり、企業と県市町で感染予防の啓肇とそのための人材育成が必要です。
B型肝炎ウイルスのAタィプの感染者の増加対策、ビアスの施術時め衛生管理な
ど́の対処法についてマニュアルを作成し普及すること。 |   `  |  ‐

②3型肝炎ゥイルスの感染予防については、叩0の勧告に従い、ヮタチン接種の法 ′
制化を検討する。  |    |

三
‐ 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項 |  |      |

(3年間で120歳以上の住民にっいて 60鷺以上の受検率にする)  :
. ①検診の実態数の把握をする。検診率の母数を確かにする。      i

②国がウイルス検診の宣伝を繰り返し大々的に実施することざ  | ‐
′ ③健康増進事業のフイルス検診と緊急肝炎ウイルス検診とどらちつかずになぅて

いる面がある。緊急肝炎ウイルス検診が、住民検診や企業で検査の機会の無い
1方となっており検診率アップの足かせになっている。■詢限を解除レて下さい。

(緊急肝炎ウイルス検診の利用が少ない県が多い)

④全額公費負担にし、二つ陽性者のフォローをすること。       ア

l⑤未受診者を特定し受診券を発行して二挙に未受診者をなくする方法をとる。
(広報は効果に限界がぁり、個々の人への受診勧奨が必要)1       ‐

◎職域においてもラィルス検診の促進を働きかける。  1.     I
(職域1に於いては微妙な問題があり、住民検診や緊急肝条ウイルス検診に誘
導する方法を講ずる)      |‐         ‐

甲 肝炎医療を撮供すo体口の確保に関する事項
‐
  、          ,

います。どこ

至壼童登よユ奎道慶県二治療豊菫2整墨≧立るよう指導する。
① 専門的知識を有する医師の治療方針の元に治療する病診連携を構築するよう

指導するし,

10



② ウィルス陽性者が適切な治療をするよう啓発と勧奨をする。       1

(陽性者が3年以内に80%まで受療率を高める数値目標を設定する)

③ 過疎地には専門医がいない地域がゎり、医師の研修・養成対策が必要です。

④ 肝庇護剤のみの治療をしていう丁般辱へ、専門医と連携することの必要さや最

新のカイドラインに沿つた医療をするようガイドブックにして啓発を行なう。

⑤ 患者に二番近い場所にいる保健所?市町村保健福祉センタ¬の保健師などによ

る模診と受診の勧奨が必要です。人員配置ができるよう予算措置を要望する。

また保健師をサポートする地域ネットウエク (医師との連携など)が必要です。

⑥ ウイルス検診、肝炎治療などについて〔県と政令市`中核都市が同様の動きを

していない場合は指導をする。.  T
⑦ 企業た勤めている暑が治療し易い環境作ちが必要。 (啓発、治療休帳制度他)

肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項   ‐

① 都道府県、政令市、中核市の肝炎担当者の研修と交流の機会を年 1回以上行

うこと。               |
②肝疾患相談支援センター (肝疾轟連携拠点病院)に、専任の相談員を配置する

こと。専任相談員の研修プログラムとテキストを作成すること。

O肝疾患専門医 (日 本肝臓学会、日本消化器病学会、日本内視鏡学会、日本超音

波医学会1の認定医)の養成促進と日本肝癌研究会加翠医療施設が増加するよつ、

国として手立てを講ずること。 ｀|:          `:
許炎に関する調査及び研究に関する事項‐

①B型肝炎、iC型肝炎の感染者数、疾病による患者の生活実情、治療中の就労実

態、肝炎・肝硬変 :肝がん患者の受療状況など、実態調査を国として行つてく

ださい。

②肝疾患治療に従事する専F電職 (医師、看護師、放射線技師、臨床検査技師、ソ

ァジャルワーカーなど)の従事状況を2次医療圏毎に調査し公表してください。

③肝硬変・肝がん患者の医療費などの負担状況を調査し、今後の対策に活用して

ください。         一  |

七 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

① 厚労省の肝炎等克服緊急対策研究事業など、1肝炎・肝硬変・肝癌治療促進のた

めの研究費を増額してください。        =        ● ´.

。・インターフ三ロンなど抗ウイルス治療などの副作用軽減のために漢方薬など各

種治療法の研究                      ,
・インタニフエ白ンの少量長期治療の評価検討の促進

②下記の薬剤:治療法にういて保険適用の迅速化を図るための研究を促進してく
〆                   .

ださい。10C型
肝炎 :イ ンタTウエロン併用薬 :イ ンターフェロンに頼らない治療薬による

治療法     ,                 1
0B型肝炎 :新 しい抗ウイルス剤、HBV DNA陽性者に対するベグインターフエロン
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による治療  .
0肝炎ウイルスの遺伝子解析 (検査)と患者の遺伝子検査    ・
・肝がん : 再発予防のための治療薬・治療法
1放射線治療 (陽子線 :重粒子線洛療など)

肝炎に関する啓発及び知識の普及並びlF肝炎患者等の人権の尊重に関する事項
偏見 1差別、の対策 :就職差別、入所差lljな ど偏見・差別への啓発活動と相談窓
口設置        :ヽ
①わかりやすいバンフレットを作成.し 、自治体・企業と協力し、人が集まる場
‐所に貼り付けて可視化に取り組むこと。.      :  |

② マ不Fミ を活用して正しい知識の啓発口普及に取り組むことし,

③ ウイルス性肝炎のキャリアを理由に就職,入院・入所差別が無いように監督
| 1指導すること、差別 ,偏見の対策担当部署を厚労省と県に作ぅて下さい。

Q偏見着別の押談内容とその対処結果について、肝炎情報センターでデータベ
' ニス化を行い、広く国民に周知し、同じような偏見差加を再発しないょぅに

取 り組むこと6        1   :           ■

その他肝炎対策の推進に関する重要事項           _:
1)協議会について                  : '

2)患者・家族支援について

が、高齢化・重症化がすすんでいます:     :

して下さい

①肝炎・肝硬変・肝がんへの医療費と療養支援を実施して下さい。
②C型肝炎で棟ウイルス効果があり、副作用も比較的軽いインタ‐フエ由ン少量
'長期投与の効果のデニタ収集を急いで行いt医療費助成を行ってくださぃ。
③身体障害者手帳交付の認走基準を見直し、チャイルドビ五■分類̀ Bレベルまで
′

1適用を拡大して下さぃしまた、申請めための診断を行う指定医を増ゃし、患著
が申請するための負担を軽減してくださぃ。     1      1

:                       
以上
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